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● p.129  「図表 11 ー 3 学校や教師を取り巻く時代背景」教師をめぐる状況／新卒即戦力世代

● p.130  「図表 11 ー 4 教師の力量向上のための学習機会」研修・学習機会

● p.147  巻末資料「学校教育法」「著作権法」

各法令の改正等により下記のとおり訂正いたします。

【追加】

【誤】
【正】

2022：教員免許更新制度の廃止

法定研修：10 年経験者研修、職務別研修：５年目研修
法定研修：中堅教諭等資質向上研修、職務別研修：５年経験者研修

「学校教育法」
（改正）2022（令和 4）年 6 月 22 日
第９条　次の各号のいずれかに該当する者は、校
長又は教員となることができない。
一　禁錮以上の刑に処せられた者
二　教育職員免許法第 10 条第１項第２号又は第３
号に該当することにより免許状がその効力を失い、
当該失効の日から３年を経過しない者
三　教育職員免許法第 11 条第１項から第３項まで
の規定により免許状取上げの処分を受け、３年を
経過しない者
四　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲
法又はその下に成立した政府を暴力で破壊するこ
とを主張する政党その他の団体を結成し、又はこ
れに加入した者

「著作権法」
（改正）2022（令和 4）年 6 月 17 日
第 30 条の２　写真の撮影、録音、録画、放送その
他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又
は複製を伴うことなく伝達する行為（以下この項
において「複製伝達行為」という。）を行うに当た
つて、その対象とする事物又は音（以下この項に
おいて「複製伝達対象事物等」という。）に付随し
て対象となる事物又は音（複製伝達対象事物等の
一部を構成するものとして対象となる事物又は音
を含む。以下この項において「付随対象事物等」
という。）に係る著作物（当該複製伝達行為により
作成され、又は伝達されるもの（以下この条にお
いて「作成伝達物」という。）のうち当該著作物の
占める割合、当該作成伝達物における当該著作物
の再製の精度その他の要素に照らし当該作成伝達
物において当該著作物が軽微な構成部分となる場
合における当該著作物に限る。以下この条におい
て「付随対象著作物」という。）は、当該付随対象

著作物の利用により利益を得る目的の有無、当該
付随対象事物等の当該複製伝達対象事物等からの
分離の困難性の程度、当該作成伝達物において当
該付随対象著作物が果たす役割その他の要素に照
らし正当な範囲内において、当該複製伝達行為に
伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用す
ることができる。ただし、当該付随対象著作物の
種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作
権者の利益を不当に害することとなる場合は、こ
の限りでない。
第 34 条　公表された著作物は、学校教育の目的上
必要と認められる限度において、学校教育に関す
る法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向
けの放送番組又は有線放送番組において放送し、
有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信（特
定入力型自動公衆送信のうち、専ら当該放送に係
る放送対象地域（放送法（昭和 25 年法律第 132 号）
第 91 条第２項第２号に規定する放送対象地域をい
い、これが定められていない放送にあつては、電
波法（昭和 25 年法律第 131 号）第 14 条第３項第
２号に規定する放送区域をいう。）において受信さ
れることを目的として行われるものをいう。以下
同じ。）を行い、又は放送同時配信等（放送事業者、
有線放送事業者又は放送同時配信等事業者が行う
ものに限る。第 38 条第３項、第 39 条並びに第 40
条第２項及び第３項において同じ。）を行い、及び
当該放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載
することができる。
第 38 条　公表された著作物は、営利を目的とせず、
かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、
公に上演し、演奏し、上映し、又は口述すること
ができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口
述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が
支払われる場合は、この限りでない。
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